
「 和 光 市 企 業 市 民 認 定 」 応 募 要 領  

 

１  趣 旨   

  市民 と と もに 地域 の 社会 活 動を 行う 企 業を 「 和光 市企 業 市民 」 とし て認

定 す る こ と に よ り 、 企 業 の 自 発 的 な 企 業 市 民 活 動 の 推 進 を 促 し 、 も っ て 、

市 、市 民 及び 企 業に よる 協 働の ま ちづ くり に 寄与 す るこ とを 目 的と し ます 。 

２  応 募 対 象  

  市内 で 事 業活 動を 行 う法 人 又は 個人 の 事業 所 を対 象と し ます 。  

３  応 募 内 容  

  次に 掲 げ る区 分に つ いて 社 会活 動を 行 って い る内 容及 び、 企 業市 民 活動

に関 す る 宣言 を 記 して い た だき 、 応 募し て く ださ い。（ 社会 活 動 は、 2 つ

以上 の 区分 が 該当 して い るこ と が必 要で す ）  

区分  活動 事 項  

防犯 ・ 防災  防犯 活 動、災害 時 等に お ける 復 旧活 動や 物 資

供給 活 動、地域 消 防活 動 や防 災 に関 する 活 動  

環境 保 全  事 業 系 ご み の 適 正 処 理 又 は ご み の 減 量 化 に

関す る 活動 、 エコ 活動 や 環境 美 化活 動  

青少 年 健全 育 成・ 教育  青少 年 健全 育 成活 動、 教 育活 動  

ま ち づ く り ・ 地 域 コ ミ ュ ニ

ティ  

自治 活 動 、ま ち づ くり に 関す る 活動 、地域 コ

ミュ ニ ティ 活 動、ユニ バ ーサ ル デザ イン の 普

及に 関 する 活 動  

子育 て ・男 女 共同 参画  子育 て 支援 に 関す る活 動、ワ ーク ラ イフ バ ラ

ンス 又 は男 女 共同 参画 等 に関 す る活 動  

社会 福 祉  高 齢 者 又 は 障 害 者 に 対 す る 社 会 福 祉 に 関 す

る活 動、高 齢者 又 は障 害 者の 雇 用に 関す る 活

動  

産業 振 興  市民 の 雇用 に 関す る活 動、市 内事 業 者と の 取

引に 関 する 活 動、 地産 地 消に 関 する 活動  

その 他  交通 安 全活 動 、ボ ラン テ ィア 活 動 、食品 ロ ス

の削 減 に関 す る活 動  

 

４  応 募 方 法  

  和光 市 企 業市 民認 定 申請 書 （様 式第 １ 号） に 、所 要事 項 を記 載 の上 、次



に掲 げ る書 類 を添 えて 、 ご応 募 くだ さい 。  

 な お 、そ の 他市 長が 必 要と す る書 類を 提 出し て いた だく 場 合が あ りま す。  

・ 社 会活 動 を実 施し て いる こ とが わか る 書類  

５  募 集 期 間  

  毎 年、 ４ 月１ 日～ ４ 月１ ４ 日  ※ 土 日・ 祝 日を 除き ま す。  

６  認 定 等  

  市 は、 認 定 審査 会 によ る 審査 を経 て 認定 企 業を 決定 し ます 。  

  電 話 等 で 社 会 活 動 の 内 容 等 に つ い て お 話 を 伺 わ せ て い た だ く こ と が

あり ま す。  

  認 定の 証 と して 認 定証 書 を交 付し ま す。 また 、 市の ホ ーム ペ ージ 等で

公表 し ます 。  

   た だし 、 次 の各 号 のい ず れか に該 当 する 場 合は 、除 き ます 。  

 ・  市の 品 位を 傷つ け 、又 は 傷つ ける お それ の ある とき 。  

  ・  法 令 又は 公序 良 俗に 反 し、 又は 反 する お それ のあ る とき 。  

  ・  そ の 他そ の使 用 が著 し く不 適当 で ある と き。  

  認 定期 間 は ４年 間 とす る 。  

  認定を辞退するときは、和光市企業市民辞退届出書を提出してください。 

  次 のい ず れ かに 該 当す る とき は、 認 定を 取 り消 すも の とし ま す。  

   認定 を 取 り 消さ れ た企 業 は 、 和光 市 企業 市 民 認 定書 を 返還 し て い ただ

きま す 。  

 ・  更新 を 行わ なか っ たと き  

 ・  和光 市 企業 市民 辞 退届 出 書を 提出 し たと き  

 ・ こ の応 募 要 領に 違 反し た とき  

 ・  市長 が 企業 市民 と して 不 適当 と認 め たと き  

※ 認 定期 間 中 で あっ て も、 企 業 市 民制 度 の見 直 し に より 認 定の 変 更があ

る場 合 があ り ます 。  

７  応 募 先 及 び 問 い 合 わ せ 先  

 〒  351-0192 和 光 市広 沢 １－ ５  

 和 光 市 市 民環 境 部 産 業支 援 課 産 業育 成 支援 担 当  

 電  話 048-424-9114（ 直 通）  Ｆ Ａ Ｘ 048-464-1192 

 電 子 メー ル  c0300@city.wako.lg.jp 

ホー ム ペー ジ

https://www.city.wako.lg.jp/jigyosha/kigyo-shien/1003419/100

3425/index.html 


